
ST（ストーカー）対策の流れ DV（配偶者からの暴力）対策の流れ 

※ 法的にストーカーとDVの両方に該当することもあります 

警察の対応 

法：ストーカー行為等の規制等に関する法律 法：配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

警察の対応 

刑事手続きを
とってほしい
（事件化） 

行政手続をとっ
てほしい 
（書面警告・ 
禁止命令） 

被害防止の援助
を受けたい 

相談したい・行
政機関を紹介し
てほしい 

相談機関 
 

滋賀県中央子ども
家庭相談センター 
077-564-7867 
 

彦根子ども家庭相
談センター 
0749-24-3741 
 

県立男女共同参
画センター 
0748-37-8739 
 

おうみ犯罪被害者
支援センター 
077-525-8103 
 
（法律相談） 
滋賀弁護士会 
077-522-3238 

刑事手続きを
とってほしい
（事件化） 

被害防止の援助
を受けたい 

加害者を引き
離してほしい 

相談したい・行
政機関を紹介し
てほしい 

相談機関 
 

滋賀県中央子ども
家庭相談センター 
077-564-7867 
 

彦根子ども家庭相
談センター 
0749-24-3741 
 

県立男女共同参
画センター 
0748-37-8739 
 

おうみ犯罪被害者
支援センター 
077-525-8103 
 
（法律相談） 
滋賀弁護士会 
077-522-3238 

 
口頭注意実施 

 

被害届受理 
 
 
 

暴行・傷害 
脅迫・強要 
器物損壊 
名誉毀損 

ｽﾄｰｶｰ行為罪等 
 
 

捜査・検挙 

被害届受理 
 
 
 

暴行・傷害 
脅迫・強要 
器物損壊 
名誉毀損等 

 

暴行･･･2年以下の懲役もし
くは30万円以下の罰金又
は拘留若しくは科料 
傷害･･･15年以下の懲役又
は50万円以下の罰金 
脅迫･･･2年以下の懲役又
は30万円以下の罰金 
強要･･･3年以下の懲役 
器物損壊･･･3年以下の懲
役又は30万円以下の罰金
若しくは科料 
名誉毀損･･･3年以下の懲
役若しくは禁固又は50万円
以下の罰金 
 

捜査・検挙 

 援助申出書受理 
 
 
 
 
  ST法第７条関係 
 

○ｽﾄｰｶｰ行為等をし
た者の氏名及び連絡
先の教示 

○被害の防止に関す
る活動を行っている
組織等の紹介 

○警告、禁止命令又
は仮の命令を実施し
たことを明らかにする
書面の交付 

○被害防止に資する
物品の教示又は貸し
出し 

○被害を自ら防止す
るための措置の教示 

○被害防止交渉を円
滑に行うための必要
な事項の連絡・助言・
警察施設の利用 

○住所又は居所を知
られないようにするた
めの措置 

・行方不明届けの不
受理 

・住民基本台帳の閲
覧制限に係る支援 
 

 
 
 
 

警察本部長等
の援助 

警告・禁止命令 
申出書受理 

 
 
 
ST法第４条関係 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
   
 
    

 
 

警告書の交
付 

禁止命令等 

従わない場合 

ST法第５条関係 
聴聞の実施 

相手から言い分を聞き
ます。 
※ 緊急時は、聴聞を      
 経ずに禁止命令を行   
 うことも可能 

罰則 
2年以下の懲役
又は200万円以
下の罰金 

捜査・検挙 

違反した場合 

 援助申出書受理 
 
 
 
 
 DV法代8条の2関係 
 

○被害を自ら防止す
るための措置の教示 

○住所又は居所を知
られないようにするた
めの措置 

・行方不明届けの不
受理 

・住民基本台帳の閲
覧制限に係る支援 

○被害防止交渉に関
する事項についての
助言 

○加害者への被害防
止交渉のための必要
な事項の連絡 

○被害防止交渉を行
う場所としての警察施
設の利用 

 

警察本部長等
の援助 

 
   
    
 
 
 
 
 
 
○接近禁止命令 
（６ヶ月） 

○子どもへの接近禁止
命令 
（６ヶ月） 

○親族等への接近禁
止命令 
（６ヶ月） 

○電話等一定の行為
に対する禁止命令 
（６ヶ月） 
○退去命令 
（２ヶ月） 
 
    

 
 

保護命令の 
申立て 

保護命令決定 

地方裁判所 

罰則 

１年以下の懲役又
は100万円以下の

罰金 

捜査・検挙 

違反した場合 

注意・口頭警告等
をしてほしい 

警察以外の対応 警察以外の対応 

暴行･･･2年以下の懲役もし
くは30万円以下の罰金又
は拘留若しくは科料 
傷害･･･15年以下の懲役又
は50万円以下の罰金 
脅迫･･･2年以下の懲役又
は30万円以下の罰金 
強要･･･3年以下の懲役 
器物損壊･･･3年以下の懲
役又は30万円以下の罰金
若しくは科料 
名誉毀損･･･3年以下の懲
役若しくは禁固又は50万円
以下の罰金 
ストーカー行為罪･･･１年以
下の懲役又は100万円以下
の罰金 
 

危
険 


